
 
   平成 30 年 7 月 20 日 

大臣官房運輸安全監理官 

 

中小運輸事業者への運輸安全マネジメントの 

普及・啓発活動を推進強化 

～第７回運輸安全マネジメント普及・啓発推進協議会を開催～ 

 

 

 

平成 18 年に運輸安全マネジメント制度が導入され、その普及・啓発について、官民が参画した 

「運輸安全マネジメント普及・啓発推進協議会」にて協議して参りました。同協議会での 

協議をもとに、普及・啓発の効果的な手法として、認定セミナー（民間機関等が国土交通省の 

認定を受けて実施する運輸安全マネジメントセミナー）を平成 25年より開始しています。 

 
記 

 

日  時 ： 平成 30年 7月 27日（金）１６：００ ～ １７：２０ 

 

場  所 ： 東京都墨田区錦糸 3-2-1（独立行政法人 自動車事故対策機構 19階会議室） 

 

主な議事 ： ①「運輸審議会答申を踏まえたその後の取組状況」の説明 

②平成 29年度の活動の報告 

○認定セミナー実施状況等 

③平成 30年度の活動（案）の承認 

○中小規模事業者に対する運輸安全マネジメント制度の普及・啓発活動 

の推進強化 

 

 協議会は報道関係者のみ入室可能です。入室を希望される報道関係者の方は、入館手続が 

あるため、当日午前 11 時までに下記登録先へＦＡＸにて会社名・氏名を登録願います。 
 
協議会の連絡先： 

独立行政法人 自動車事故対策機構 

安全指導部 高橋・舟木 

TEL：03-5608-7610 

FAX：03-5608-8611 

報道関係者の方の登録先： 

独立行政法人 自動車事故対策機構 

安全指導部 舟木 

 

FAX のみ：03-5608-8611 

 
 

 

＜お問い合わせ先＞ 

大臣官房運輸安全監理官付 

企画係長      栃尾（内線 22-054） 

運輸安全調査官   小山田（内線 22-076） 

代表 03-5253-8111    直通 03-5253-8797 

FAX 03-5253-1531 

第７回運輸安全マネジメント普及・啓発推進協議会では、認定セミナーの現況についての報告

のほか、中小運輸事業者への普及・啓発活動の推進について協議をいたします。 


